
独立行政法人国際交流基金（法人番号 3011105003801）の 

役職員の報酬・給与等について（令和７年度） 

 

Ⅰ 役員報酬等について 

1 役員報酬についての基本方針に関する事項 

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方 

当法人は外交政策に資する国際文化交流事業を実施する独立行政法人であり、国家公務員指定職

の俸給を参照しつつ支給水準を設定している。 

令和７年度の指定職俸給月額は、1 号（7３6,000 円/本府省の部長等）から 8 号（1,２２４,000 円/事

務次官等）までで設定されており、当法人の理事長の本給は 5 号（本府省の局長等）を若干上回るが、6

号（外局の長官等）を大きく下回る額を以て、理事の本給は 2 号と 3 号（いずれも、本府省の局次長、部

長、審議官、外局の次長）の間を以て設定している。 

また、当法人における特別調整手当（地域手当に類する手当）、特別手当等の支給割合は国家公務員

指定職に準じて設定しているため、年収としての支給水準も上記と同様となる。非常勤役員については、

常勤役員の本給を参照しつつ、業務内容等を勘案の上、支給額を決定している。 

（参考）国家公務員指定職俸給表（令和７年度） 

 1 号： 7３６,000 円 2 号： 7９４,000 円 3 号： 8５２,000 円 4 号： ９３３,000 円 

 5 号：１，００６,000 円 6 号： 1,0７８,000 円 7 号： 1,153,000 円 8 号：1,224,000 円 

 

② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入

実績を含む。） 

・役員の本給月額については、職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを変更するこ

とができる。 

・平成 21 年 6 月より、勤勉手当において、基礎額に対し、主務大臣が行う業績評価の結果及びその者

の職務実績に応じ 0.9～1.04 の範囲内の率を乗じ、支給額に反映する。 

 

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容 

法人の長 

役員報酬支給基準は、独立行政法人国際交流基金役員給与規程（以下、「役員給与規程」）に基づき

月額及び特別手当からなる。 

（1） 月額 

本給１，００８,000 円及び特別調整手当 201,６00 円（本給の 20％） 

（2） 特別手当（期末手当及び勤勉手当からなる。） 

期末手当：本給及び特別調整手当の月額、本給の月額に 100 分の 25 を乗じて得た額並びに本給

及び特別調整手当の月額に 100 分の 20 を乗じて得た額の合計（以下「基礎額」）に、当該年度

の支給割合を乗じて得た額に、基準日以前 6か月以内の期間におけるその役員の在職期間に応

じた割合を乗じて得た額としている。 

勤勉手当：基礎額に、当該年度の支給割合を乗じて得た額に、基準日以前 6 か月以内の期間にお

けるその役員の在職期間に応じた割合を乗じて得た額に、業績評価結果等に基づき理事長が定

める割合を乗じて得た額としている。 

 

 

理事 

役員報酬支給基準は、法人の長と同じ。 

（1） 月額 

本給８２１,000 円及び特別調整手当 1６４,２00 円（本給の 20％） 

（2） 特別手当 

法人の長に同じ。  



監事（非常勤） 

役員給与規程に基づき日額（3６,９00 円）により支給。 

 

 

２ 役員の報酬等の支給状況 

役名 
令和７年度年間報酬等の総額 就任・退任の状況 前職 

 報酬（給与） 賞与 その他（内容） 就任 退任  

法人の長 

千円 千円 千円 千円  

 

 

  20,５３０ 1２，０９６ ５,８７４ 2,４１９ 
1４０ 

（特別調整手当） 

（通勤手当） 

A 理事 

千円 千円 千円 千円  

  ※ １６,８８２ ９，８５２ ４,７８４ １，９７０ 
２７５ 

（特別調整手当） 

（通勤手当） 

B 理事 

千円 千円 千円 千円  

  ※ 1６,７４７ 9，8５２ 4,７８４ 1,9７０ 
１４０ 

（特別調整手当） 

（通勤手当） 

C 理事 

千円 千円 千円 千円  

 ９月 30 日 ※ ８,１８５ ４，７９４ ２,３２９ 959 
１０３ 

（特別調整手当） 

（通勤手当） 

A 監事 
（非常勤） 

千円 千円 千円 千円  

  ※ ４,１８７ 4，１２０ 0 ６６ （通勤手当） 

B 監事 
（非常勤） 

千円 千円 千円 千円  

   ４,０８４ ４，0５１ 0 ３３ （通勤手当） 

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。 

注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。 

 退職公務員「＊」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者「＊

※」、該当がない場合は空欄 

注３：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 役員の報酬水準の妥当性について 

【法人の検証結果】 

日本を代表する国際文化交流機関である当法人の役員には、文化芸術、日本語教育及び日本研究・

国際対話に係る知見や見識とともに、国際環境等に関しての広い視野と適切な理解を有し、且つ国内外

の要人や関係機関との会談・折衝のために必要な知識と経験、語学力や交渉力等の資質等が求められ

るところ、理事長を始めとする役員の報酬水準は以下のとおりである。 

【法人の長】 

・国家公務員指定職の俸給を参照しつつ設定している。 

・令和５年民間企業における役員報酬（給与）調査の結果によると、500 人～1000 人規模（公表され

ている最小の企業規模区分）の比較対象役員（社長を直接補佐し、会社の業務全般を統括している

役員/各社 1 人）の年間報酬額は 29,096 千円であり、それをはるかに下回る。 

【理事】 

・国家公務員指定職の俸給を参照しつつ設定している。 

・令和５年民間企業における役員報酬（給与）調査の結果によると、500 人～1000 人規模（公表され

ている最小の企業規模区分）の常務取締役の年間報酬額は 2３,073 千円であり、それをはるかに

下回る。 

 

 

【監事（非常勤）】 

・常勤監事の本給額を常勤理事の本給額の 9 割と想定し、その 1/20 を日額として設定している。 

 

以上に鑑みると、当法人の理事長を含む役員の報酬水準は妥当である。 

 

【主務大臣の検証結果】 

当該法人の役員報酬は、実施する業務の性質を踏まえ、国家公務員指定職の俸給を参照して設定さ

れているが、民間企業との給与水準と比較した上でも、妥当な水準となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況） 

区分 支給額（総額） 法人での在職期間 退職年月日 業績勘案率 前職 

法人の長 

千円 年 月    
該当者なし      

理事 

千円 年 月    
５,９１９ ４ 11 202４年 

６月 30 日 
1.2 ※ 

監事 
（非常勤） 

      
該当者なし      

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。 

退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後独立行政法人等の

退職者「＊※」、該当がない場合は空欄 

 

５ 退職手当の水準の妥当性について 

【主務大臣の検証結果】 

区分 判断理由 

法人の長 該当なし 

理事 
法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の 
算定ルールについて」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）に基づき、年度評価にお
ける理事の職務に係る担当業務の評定等を用いて、業績勘案率を 1.２と決定した。 

 

 

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方 

当法人における業績給の仕組みは以下のとおりであり、今後も現在の仕組みを継続する予定である。 

・役員の本給月額については、職務実績等に応じて理事長が決定する評価に基づき、これを変更すること

ができる、としている。 

・勤勉手当において、基礎額に対し、主務大臣が行う業績評価の結果及びその者の職務実績に応じ 0.9～

1.04 の範囲内の率を乗じ、支給額に反映することとしている。 

・退職手当については、在職 1 月につき、本給月額に 100 分の 10.4625 の割合を乗じて得た額に外務大

臣が 0.0 から 2.0 の範囲内で独立行政法人の業務実績に対する評価に応じて決定する業績勘案率を乗

じて得た額となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 職員給与について 

1 職員給与についての基本方針に関する事項 

① 職員給与の支給水準の設定についての考え方 

当法人職員の給与水準については、国家公務員のうち行政職俸給表（一）俸給を参照しつつ支給水準

を設定、また、年齢・地域・学歴換算後の対国家公務員指数が 100 程度となるよう運用を行っている。 

 

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業

績給の仕組み及び導入実績を含む。） 

当法人においては、平成 18 年度より、個々の職員に対する人事評価（能力評価、及び実績評価）の結

果を昇給・昇格及び特別手当（賞与）へ反映させている。 

なお、特別手当のうち勤勉手当（年間賞与の 4５.０％（一般職員）～53.６％（管理職員））を対象に、個

人の人事評価結果に応じて 0.9～1.1 の率を乗じ、支給額に反映させている。 

 

③ 給与制度の内容 

国内に勤務する職員については、当法人の国際交流基金職員給与規程に則り、月額は本俸並びに諸

手当（扶養手当、職務手当、特別都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過

勤務手当及び管理職員特別勤務手当）としているほか、特別手当（年２回。期末手当と勤勉手当からなる）

を支給している。また、海外に勤務する職員については、当法人の国際交流基金派遣職員給与規程に則

り、海外本俸、在勤基本手当、配偶者手当、子女教育手当、住居手当としているほか、特別手当（年２回。

国内勤務職員と同様、期末手当と勤勉手当からなる）を支給している。 

 

 

④ 給与制度の令和７年度における主な改定内容 

令和６年及び同７年人事院勧告を踏まえ、本俸表、特別都市手当及び特別手当を改定した。 

特別手当のうち期末手当については、期末手当基礎額（本俸＋扶養手当＋特別都市手当＋広域異動

手当＋管理監督加算＋職務加算）に、6 月支給の際には 125０/1000（管理職は 10５０/100０）を、12

月支給の際には 1275/100０（管理職は 1075/100０）を乗じ、さらに基準日 6 か月以内の期間におけ

るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。 

また、特別手当のうち勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本俸＋管理監督加算＋職務加算）に、6

月支給の際には１０5０/100０（管理職は 1２5０/100０）、12月支給の際には 10７5/100０（管理職は 12

７5/100０）を乗じ、さらに個人の人事評価に応じた係数等を乗じ、また基準日 6 か月以内の期間におけ

るその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とした。 

 

 

 

2 職員給与の支給状況等 

① 常勤職員の数 

 全常勤職員（令和８年４月１日時点）：278 人 注：常勤の在外職員を含むすべての常勤職員の総数 

 うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：１８４人 

 

② 職種別支給状況 

区分 人員 平均年齢 

令和７年度の年間給与額（平均） 

総額 うち所定内 
 

うち賞与 
うち通勤手当 

 人 歳 千円 千円 千円 千円 

常勤職員  135  4２.８  8,３５7  ６,０２６  1４８   2,３３１  



  人 歳 千円 千円 千円 千円 

 事務・技術  135  4２.８ ８,３５7  ６,０２６  1４８   2,３３１  
 人 歳 千円 千円 千円 千円 

在外職員 49 4１.５  1４,２９４  1２,６８５  0  1,60９  

注１：表中の常勤職員については、在外職員を除く。 

注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額 

 

③年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員） 

 
注：②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。 

 

④職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員） 

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 
年間給与額 

平均 最高～最低 
 人 歳 千円 千円 

本部課長 3３  5２.８  10,６５５ 11,５９５～９,１１１ 

本部係長 3７  3３.３  ６,1６０ 7,５４５～4,９６８ 

本部主任 １７  26.６  4,８６６ ５,２４７～４,５４６ 
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⑤賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員） 

区分 夏季（6 月） 冬季（12 月） 計 

管理 

職員 

一律支給分（期末相当） 
％ ％ ％ 

46.４ 46.３ 46.４ 

査定支給分（勤勉相当） 

（平均） 

％ ％ ％ 

53.６ 5３.７ 53.６ 

  ％ ％ ％ 

 最高～最低 5５.２～4４.２ 5５.8～５２.３ 5５.３～4９.１ 

一般 

職員 

一律支給分（期末相当） 
％ ％ ％ 

55.１ 55.０ 55.０ 

査定支給分（勤勉相当） 

（平均） 

％ ％ ％ 

44.９ 4５.０ 4５.０ 

  ％ ％ ％ 

 最高～最低 4８.３～4３.０ 4８.４～43.３ 4８.３～4３.２ 

 

３ 給与水準の妥当性の検証等 

 

   事務・技術職員 

        項目 内容 

対国家公務員 

指数の状況 

・年齢勘案 

・年齢・地域勘案 

・年齢・学歴勘案 

・年齢・地域・学歴勘案 

11４.０ 

10２.３ 

11０.４ 

９９.３ 

 

国に比べて給与水準が

高くなっている理由 

1．在職地域・学歴構成による影響 

 

国内勤務者のうち、特別都市手当（給与に地域毎の賃金水準を反映させるため

の手当。国家公務員の地域手当に相当）が高く給与水準の高い東京特別区内に

所在する本部の勤務者数の比率（当法人：8６.９６％）が国家公務員（35.15%）

より高い。同じく給与水準の高い大卒者及び院卒者の比率（当法人：100％）が

国家公務員（6５.1４％）より高い。（当法人の比率は令和７年度末時点の在勤地

による。国家公務員の比率は「令和７年国家公務員給与等実態調査」第 2 表中

行政職（一）適用職員の値から求めた数値及び第 8 表附表の数値による。） 

 

2．採用制度・人事ローテーションによる影響 

 

東京特別区外の支部（埼玉県さいたま市、大阪府田尻町）の勤務者が対国家公

務員指数を押し上げている。これは、当法人では地方採用はなく支部勤務者の

ほとんどが本部勤務の後に支部へ異動するが、特別都市手当のもっとも高い東

京から低い地域への異動となるため、特別都市手当の異動保障（国の制度を準

用）の対象となり、支部所在地域の国家公務員の給与水準より高くなる傾向が強

いからである。 

 

3．対国家公務員指数を出すための対象職員数が少ないことによる影響 

 

令和７年度末全職員数 28１名中、国内勤務者数は 207 名だが、指数計算の対

象となる職員数は 135 名のみだった（全職員の４８.０４％）。国内勤務から海外

勤務となった職員、海外勤務から国内勤務となった職員のほか、育児休業、時短

勤務等の取得者等が指数計算の対象外となるためである。そのため、個別の人

事異動等が対国家公務員指数の計算に与える影響が大きい。 

給与水準の妥当性の 

検証 

【高度な専門性及び語学力】 

諸外国との文化交流を実施する上で、ニーズ調査や分析、プロジェクトの企画・

審査、相手国の学術団体・芸術団体等との折衝等の能力が必要であり、高いレ



ベルの語学力、折衝・調整能力に加え、専門性が求められている。（修士号取得

者は 90 名以上であり職員の 3０％以上を占める。令和７年度新卒採用職員は

いずれもトリリンガル乃至バイリンガルであり、TOEIC スコアの平均は 800 点

台後半である等高い運用能力を持つ。） 

 

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 76.7％】 

（国からの財政支出額 19,179,338,000 円、 

 支出予算の総額 25,007,809,000 円：令和 7 年度予算額） 

 

【累積欠損額 0 円】（令和６年度決算） 

 

【管理職の割合 2４.６４％（国内職員数 207 人中５１人）】 

当法人が行う文化交流事業では多分野に亘る業務内容それぞれにおいて外部

機関と連携する中で主導的な役割が求められるため、各分野で能力と実績を有

する責任者（管理職）を配置する必要から、現状の割合となっている。 

 

【大卒以上の高学歴者の割合 100.0％（国内職員数 207 中 207 人）】 

 

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 11.2％】 

（支出総額 24,121,555 千円、給与・報酬等支給総額 2,709,089 千円 

 ：令和６年度決算） 

 

（法人の検証結果） 

当法人は、上述のような高度な専門性及び語学力の必要性並びに管理職の配

置を行いつつも、対国家公務員指数（年齢・地域・学歴換算後）を 100 前後とす

ることを念頭に、国家公務員の給与改定に沿った給与改定を随時行っており、年

齢・地域・学歴勘案ラスパイレス指数がその範囲に収まっていることから、給与水

準は適正であると認められる。 

 

（主務大臣の検証結果） 

当該法人の給与水準は国に準じ指数を 100 程度を念頭に給与水準の適正管理

をしていくこととしている。年齢・地域･学歴を勘案した場合、同水準に収まってお

り、職員の持つ専門性にも鑑みると、妥当である。 

講ずる措置 

従来から、国家公務員に準拠した給与体系としているところであるが、今後の法

人の給与改定についても、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定を適切に

踏まえたものとしていく等、今後も適正な人事管理に努め、対国家公務員指数

100 程度を念頭に人件費の給与水準の適正管理をしていく。 

 

4 モデル給与 

○ 22 歳（大卒初任給。地域手当を含まない） 

 月額 ２４４,３00 円  年間給与 ４,１１９,５１０円 

○ 35 歳（本部係長） 

 月額 ４０４,３５８円  年間給与 6,８８７,４２３円 

○ 50 歳（本部課長） 

 月額 6２１,８７０円  年間給与 １０,４４１,１６５円 

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者 6,500 円、子 1 人につき 10,000 円）を支給 

 

 

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方 

当法人においては、平成 18 年度より、個々の職員に対する人事評価（能力評価、及び実績評価）の結

果を昇給・昇格及び特別手当（賞与）へ反映させており、今後もこの仕組みを継続予定である。なお、特

別手当のうち勤勉手当（年間賞与の 4５.０％（職員）～53.６％（管理職））を対象に、個人の人事評価に

応じて 0.9～1.1 の係数を乗じ、決定している。 



 

Ⅲ 総人件費について 

区  分 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

給与、報酬等支給総額 
千円 千円 千円 千円 

2,475,083 2,579,343 2,709,089 2,840,927 

 (A) 

退職手当支給額 
千円 千円 千円 千円 

166,442 130,826 197,905 274,313 

 (B) 

非常勤役職員等給与 
千円 千円 千円 千円 

2,063,540 2,055,530 2,132,276 2,508,687 

 (C) 

福利厚生費 
千円 千円 千円 千円 

695,044 691,491 751,639 799,612 

 (D) 

最広義人件費 
千円 千円 千円 千円 

5,400,110 5,457,190 5,790,909 6,423,539 
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載している 

 

     総人件費について参考となる事項 

 【給与、報酬等支給総額】  

  国家公務員に準拠し、派遣職員の在外勤務手当や在外住居手当が改定されたほか、令和７年人事院

勧告を受け、職員の給与が改定された。また、主に補助金による事業に従事する非常勤職員の人数が増

加した。 

 

【退職手当】 

  「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成 29 年 11 月 17 日閣議決定）に準じ、以下の措置

を実施している。 

  役員（平成 30 年 1 月より） 現行規程により算出される額に 100 分の 83.7 を乗じたものを退職手当

の額とする。 

  職員（平成 30 年 3 月より） 現行規程により算出される額に 100 分の 83.7 を乗じたものを退職手

当の額とする。なお、労働組合との協議に時間を要したため、職員に係る措置の開始時期は、国家公務

員に係る措置時期（平成 30 年 1 月 1 日）と異なる扱いとなった。 

 

 

Ⅳ 定年制度及び 60 歳以上の職員の給与制度 

職員は定年（60 歳）に達した年度の末日をもって退職となる。 

60歳以上の職員に関しては、定年退職を迎える者のうち、退職後に再雇用を希望する意思を有する者

で、かつ必要な基準を満たす者について、当法人と嘱託契約を締結する（契約延長更新期限は原則とし

て満 65 歳の誕生日の月末まで）。給与については「嘱託の給与に関する細則」に則り、月額は基本手当、

特別都市手当（勤務地による）、超過勤務手当、通勤手当としているほか、特別手当（年２回。期末手当と

勤勉手当からなる）を支給している。 

 



 

Ⅴ その他 
       

特になし。 

 

 


